
 

 

令和２年度１２月補正予算案について 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ １２月補正予算では、新型コロナウイルス感染症の影響が依然として

続いていることから、 

  ・感染症患者を受け入れる医療機関への更なる支援 

  ・冬季の発熱患者の急増に備えた検査体制の確保 

   ・所得が減少した世帯への生活福祉資金の積み増し 

   ・厳しい経済状況にある中小企業への支援 

などに係る経費を計上しました。 

◎ また、令和元年度の災害により甚大な被害が発生した一宮川流域に 

おける浸水対策特別緊急事業について、中流域における対策工事を早期

に進めるため、債務負担行為を設定します。 

◎ そのほか、来年度以降の事業の早期執行を図るための債務負担行為 

及び適正な工期を確保するための繰越明許費を設定します。 

＜１２月補正予算案の特徴＞ 

令和 2 年 11 月 13 日 

千葉県総務部財政課 

0 4 3 - 2 2 3 - 2 0 7 6 

千葉県マスコットキャラクター 
「チーバくん」 

報 道 資 料 千 葉 県 

Ch iba Prefectura l  Government 



 

 



1 

Ⅰ 補正予算規模（一般会計） 

 

 １，４１７億３０百万円（補正後予算額 ２兆２，４２７億 １百万円） 

 
 【歳出内訳】 

   ○ 新型コロナウイルス感染症対策と経済の活性化 １，４１７億３０百万円 

    （１）医療提供体制の整備         ２２８億５０百万円 

    （２）生活支援                   ８４億円 

    （３）中小企業への支援        １，１０４億８０百万円 

 
 【歳入内訳】 

・国庫支出金   404 億 90 百万円（3,531 億 17 百万円→3,936 億 07 百万円） 

     （緊急包括支援交付金、地方創生臨時交付金、民生費国庫補助金） 

  ・諸収入    1,012 億 40 百万円（3,149 億 18 百万円→4,161 億 58 百万円） 

    （中小企業振興資金貸付償還金、独立行政法人中小企業基盤整備機構交付金） 
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Ⅱ 主要事項 
 

○ 新型コロナウイルス感染症対策と経済の活性化 

 

（１）医療提供体制の整備 

 

○患者受入協力金（疾病対策課）  1,480,000 千円（既定予算とあわせ 3,620,000 千円） 

  新規感染者数は見込よりも高めに推移しており、今後もこの傾向が続き、総患者数及び入院 

患者数が現在の推計よりも増加すると考えられることから、入院患者を受け入れる医療機関に 

支給する協力金について、必要となる予算を増額します。 

［交付額］入院患者 1人あたり 50 万円 

 

 

 

 

○感染症患者受入れのための空床確保等事業（疾病対策課）      17,270,000 千円 

（既定予算とあわせ 45,500,000 千円） 

  患者受入れのため確保した病床のうち、患者入れ替えなどに伴う空床分や、感染防止策など

に伴う休止病床分に係る費用について、重点医療機関の補助単価を引き上げます。 

[補助単価] 

 ①特定機能病院等である重点医療機関の病床確保 

・ICU 内の病床を確保する場合 1 床当たり 301,000 円/日 ⇒ 1 床当たり 436,000 円/日 

・HCU 内の病床を確保する場合 1 床当たり 211,000 円/日 ⇒    (変更なし) 

・上記以外の場合       1 床当たり  52,000 円/日 ⇒ 1 床当たり 74,000 円/日 

                               (休床は 62,000 円/日)⇒    (休床は 84,000 円/日) 

  ②その他の重点医療機関の病床確保 

・ICU 内の病床を確保する場合 1 床当たり 301,000 円/日 ⇒   (変更なし) 

・HCU 内の病床を確保する場合 1 床当たり 211,000 円/日 ⇒   (変更なし) 

・上記以外の場合       1 床当たり  52,000 円/日 ⇒ 1 床当たり 71,000 円/日 

                               (休床は 62,000 円/日)⇒    (休床は 81,000 円/日) 

 ［事業内容］ 

  ・空床補助 7,985,000 千円（既定予算とあわせ 17,039,000 千円） 

  ・休床補助 9,285,000 千円（既定予算とあわせ 28,461,000 千円） 

 

 

 

 

 



3 

 

 

○医療機関設備整備事業（疾病対策課）               2,000,000 千円 

                       （既定予算とあわせ 5,050,000 千円） 

  インフルエンザの流行期に備えて、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に  

診療・検査を受けられる体制を整備するための費用を補助します。 

［対象施設］発熱患者等の診療・検査を行う医療機関として県の指定を受けた発熱外来 

  [補 助 率] 10/10 

［補助対象設備］空気清浄機 簡易ベッド 簡易診察室 等  

 

 

 

 

 

○検査体制の確保（疾病対策課）  2,100,000 千円（既定予算とあわせ 4,375,616 千円） 

  例年のインフルエンザの流行期と同程度の発熱患者等が発生することを想定し、医療機関が

行う検査について、患者の自己負担分に係る公費負担を増額します。 
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（２）生活支援 

 

○生活福祉資金貸付事業推進費補助金（健康福祉指導課）       8,400,000千円 

（既定予算とあわせ 27,907,822 千円） 

感染症の影響により収入が減少した方を対象に、令和２年３月から行っている貸付措置  

について、これまでの動向を踏まえて貸付原資をさらに積み立てます。 
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（３）中小企業への支援 

 

○新型コロナウイルス感染症対応特別資金利子補給事業（経営支援課）   1,240,000千円  

（既定予算とあわせ4,660,000千円） 

長引く感染症の影響による景況の悪化等により、多くの資金需要が見込まれるため、新型 

コロナウイルス感染症対応特別資金の融資枠を 2,700 億円拡大するとともに、これに係る利子

補給額を増額します。 

［融 資 枠］4,600 億円 ⇒ 7,300 億円 

［補 助 対 象］新型コロナウイルス感染症の影響による売上高の減少があった県内中小企業、 

個人事業主で、市町村の認定を受けた者 

［補 助 要 件］個人事業主：5％以上の減少、中小企業：15％以上の減少 

［補 助 内 容］利子全額（融資利率：認定要件・融資期間により 1.0～1.7％） 

利子補給対象融資上限額：4,000 万円 

［融 資 期 間］最長 10 年（据置期間 5年） 

［利 子 補 給 期 間］当初 3年 

 

 

 

 

○中小企業振興資金（経営支援課）                100,000,000千円 

（既定予算とあわせ380,000,000千円） 

 中小企業の経営基盤の安定に必要な事業資金を円滑に提供するために行っている中小企業 

振興資金について、上記特別資金の貸付枠の拡大等に伴い、融資枠を引き上げます。 

［融 資 枠］8,400 億円 ⇒ 11,400 億円 

     ※金融機関に対する県の預託金を 1,000 億円増額することで、中小企業向けの融資

枠を 3,000 億円拡充する。 
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○千葉県中小企業再建支援事業（経済政策課）              9,240,000千円 

（既定予算とあわせ 34,440,000千円） 

厳しい経営状況にある中小企業等を支援する千葉県中小企業再建支援金について、感染症の

影響の長期化が懸念されるため、所要額を増額して支援します。 

［支 給 対 象 者］県内に主たる事務所を置く中小企業等 

［支 給 額］最大40万円 

         ・複数の事業所を賃借している場合 40万円 

      ・１事業所を賃借している場合    30万円 

      ・賃借している事務所がない場合  20万円 

［支給要件］・令和2年1月から令和2年12月までのいずれかの月の売上高が、前年比50％以上 

減少 

           ・令和2年6月から令和2年12月までの間の連続する3か月の売上高が、前年同期比 

30％以上減少 

［申請期限］令和3年1月末まで 

 

 

 

 

 



7 

 

Ⅲ 債務負担行為 

 

○一宮川流域浸水対策特別緊急事業（河川整備課）  （債務負担行為 7,000,000 千円） 

令和元年度の災害により、甚大な被害が発生した一宮川について、一宮川中流域で実施 

する護岸法立工事の設計が完了したことから、債務負担行為を設定し、一日も早い工事着手

を図ります。これにより、令和６年度までに、一宮川の茂原市市街地区間において、同規模

の降雨による洪水氾濫を防止します。 

 ［主な事業］ 

  ・一宮川中流域の護岸法立工事           6,400 百万円 

  ・河道拡幅等に支障となる占用物移設のための詳細設計 300 百万円 

 

 

 

 

 

 

○公の施設の指定管理 

公の施設のうち１５施設について、令和３年度以降の指定管理者を指定するにあたり、 

債務負担行為を設定します（23,423 百万円）。 

 

（参考）指定管理に係る債務負担行為の内訳 

＜一般会計＞ 

 事項 指定管理期間 限度額 

1 
千葉県千葉リハビリテーションセンター管理運営

事業 
令和 3 年度～令和 7年度 6,450,000 千円以内 

2 千葉県文化会館管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 931,000 千円以内 

3 千葉県東総文化会館管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 743,000 千円以内 

4 千葉県南総文化ホール管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 743,000 千円以内 

5 青葉の森公園芸術文化ホール管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 600,000 千円以内 

6 
日本コンベンションセンター国際展示場駐車場管

理運営事業 
令和 3 年度～令和 7年度 814,000 千円以内 

7 千葉県東葛テクノプラザ管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 1,285,000 千円以内 

8 かずさアカデミアホール管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 2,045,000 千円以内 

9 船橋ボートパーク管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 51,000 千円以内 

10 千葉県立手賀の丘青少年自然の家管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 456,000 千円以内 

11 千葉県立水郷小見川青少年自然の家管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 500,000 千円以内 

12 千葉県立君津亀山青少年自然の家管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 487,000 千円以内 

13 千葉県立東金青少年自然の家管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 433,000 千円以内 

14 千葉県立鴨川青少年自然の家管理運営事業 令和 3 年度～令和 7年度 559,000 千円以内 

合計 16,097,000 千円以内 

 

＜特別会計＞ 

15 
日本コンベンションセンター国際展示場管理運営

事業 
令和 3 年度～令和 7年度 7,326,000 千円以内 

 事業名 債務設定期間 限度額 

1 河川激甚災害対策特別緊急事業 令和 2 年度～令和 6年度 7,000,000 千円以内 
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○県発注工事量の平準化 

県発注工事量の年度内での平準化を図るため、舗装道路修繕事業や道路改良事業等の    

一部について、債務負担行為を設定します（100 億 68 百万円）。 

（参考）工事発注量平準化のための債務負担行為の内訳 
 事業名 債務設定期間 限度額  

1 舗装道路修繕事業 令和 2 年度～令和 3年度 2,580,000 千円以内  

2 排水整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 40,000 千円以内  

3 地域排水路整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 15,000 千円以内  

4 交通安全対策事業 令和 2 年度～令和 3年度 565,000 千円以内  

5 災害防止事業 令和 2 年度～令和 3年度 280,000 千円以内  

6 道路維持事業 令和 2 年度～令和 3年度 183,000 千円以内  

7 自転車道環境整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 30,000 千円以内  

8 電線類地中化整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 38,000 千円以内  

9 道路維持修繕費 令和 2 年度～令和 3年度 853,000 千円以内  

10 地方道道路改築事業 令和 2 年度～令和 3年度 40,000 千円以内  

11 社会資本整備総合交付金事業 令和 2 年度～令和 3年度 90,000 千円以内  

12 ふさのくに観光道路ネットワーク事業（広域連携） 令和 2 年度～令和 3年度 11,000 千円以内  

13 県単道路改良事業 令和 2 年度～令和 3年度 782,000 千円以内  

14 橋りょう修繕事業 令和 2 年度～令和 3年度 235,000 千円以内  

15 河川改良事業 令和 2 年度～令和 3年度 50,000 千円以内  

16 河川構造物緊急改築事業 令和 2 年度～令和 3年度 60,000 千円以内  

17 河川維持事業 令和 2 年度～令和 3年度 900,000 千円以内  

18 河川環境整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 112,000 千円以内  

19 土砂災害防止事業 令和 2 年度～令和 3年度 11,000 千円以内  

20 砂防整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 70,000 千円以内  

21 海岸整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 125,000 千円以内  

22 港湾維持事業 令和 2 年度～令和 3年度 440,000 千円以内  

23 統合補助事業 令和 2 年度～令和 3年度 123,000 千円以内  

24 改修事業 令和 2 年度～令和 3年度 220,000 千円以内  

25 港湾調査事業（海岸） 令和 2 年度～令和 3年度 5,000 千円以内  

26 うるおいのある海岸づくり事業 令和 2 年度～令和 3年度 3,000 千円以内  

27 県単公園整備事業 令和 2 年度～令和 3年度 30,000 千円以内  

28 金田西地区土地区画整理事業 令和 2 年度～令和 3年度 100,000 千円以内  

29 柏北部中央地区土地区画整理事業 令和 2 年度～令和 3年度 73,000 千円以内  

30 木地区土地区画整理事業 令和 2 年度～令和 3年度 261,000 千円以内  

31 印旛沼流域下水道事業（管理費） 令和 2 年度～令和 3年度 822,000 千円以内  

32 手賀沼流域下水道事業（管理費） 令和 2 年度～令和 3年度 45,000 千円以内  

33 江戸川流域下水道事業（管理費） 令和 2 年度～令和 3年度 603,000 千円以内  

34 手賀沼流域下水道事業（建設費） 令和 2 年度～令和 3年度 73,000 千円以内  

35 江戸川流域下水道事業（建設費） 令和 2 年度～令和 3年度 200,000 千円以内  

合計 10,068,000 千円以内  
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Ⅳ 繰越明許費 

 

年度内に終了しない見込みとなった事業について、適正な工期を確保するため、 

繰越明許費を設定します。 

 

〇 一般会計   59 事業  20,172,835 千円  

災害分   247,096 千円 

その他 19,925,739 千円 

※ その他のうち主なもの 

・農林水産部 拠点漁港整備事業ほか 12 事業       3,515,500 千円 

・県土整備部 国道道路改築事業ほか  39 事業      16,182,451 千円 

  

 

〇 特別会計   14 事業  5,609,522 千円   

・特別会計港湾整備事業 

港湾施設整備事業ほか 1 事業                54,600 千円 

 

・特別会計土地区画整理事業  

運動公園周辺地区県単つくばエクスプレス沿線整備事業ほか 11 事業 
5,554,922 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


